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米国でビジネスを行うにあたって、きちんとした契約書を締結することはもちろん、相手としっかり交渉しな

がら取引を進めることが非常に重要だとジェトロは考えています。そこで、『負けない交渉術』、『負けない

議論術』などの著者である、大橋&ホーン法律事務所 パートナー、ニューヨーク州弁護士・大橋氏に、 

「米国ビジネス -成功のための交渉術-」というタイトルで、米国ビジネスには欠かせない交渉とその考え

方、哲学などについて連載で紹介していただきます。日本企業の皆様にとって、米国ビジネスを成功させ

るための参考として頂ける内容です。ぜひご参照ください。 

[連載] 米国ビジネス -成功のための交渉術- Vol.4        

 

コーポレートガバナンスを意識する 

大橋＆ホーン法律事務所 パートナー 

ニューヨーク州弁護士 大橋弘昌 

米国で現地法人を設立し、幹部社員を雇った後、人事マネージメントに苦労するクライアントが多い。ビジ

ネス交渉という本コラムのテーマからはややそれるが、米国に設立した会社の幹部社員をマネージしてい

くのも一種の交渉なので、今回は米国人幹部社員のマネージメントをテーマにしてみたいと思う。    

ところで、会社は誰のものか、と言えば、なぜか日本でははっきりした答えが出ないことがあるようだが、

本来は議論の余地なく株主のものだ。これを否定してしまっては、資本主義そのものを否定することになる。

まずはこのことをしっかりと肝に銘じなくてはいけない。このことをしっかりと理解してマネージメントにあた

れば、幹部社員の操縦もスムーズにいくのだ。 

ここで会社のストラクチャーを簡単に説明する。前述の通り、株主が会社の所有者だ。株主は自分の意向

を汲んでくれる取締役を選ぶ。株主から選ばれた取締役は、会社の経営についての重要な決定を行った

り、オフィサー、つまり社長や副社長を選び、オフィサーに日々の会社の経営を託したりすることになる。こ

のストラクチャーを強く意識していないと、例えば、日本の会社が米国で子会社を設立した後、雇った米国

人社長に思うがままに米国子会社を経営されてしまい、日本の本社の意向が米国子会社の経営に反映さ

れない、といったことになったりする。本社の米国子会社担当役員と米国人社長の関係が悪い意味で友

達同士のようになってしまっていて、上下関係があいまいになっているケースもある。しかしそれではいけ

ない。本来、子会社の社長であれば、株主である親会社の意向、株主の意向を汲んだ取締役会の意向に

は服従しなくてはいけない。米国においては、株主、株主の意向を汲んだ取締役との会議は、社長や他の

オフィサーにとって緊張をもたらす場だ。株主や取締役が満足する結果をもたらしていないということにな

れば、取締役会の場で社長が解雇されることだってありうる。 

最近あった私のクライアントのケース。日本の中規模企業の米国子会社の米国人社長Ａさんが、長年、業

績は振るわないのに米国子会社のトップに居座っている。そのすぐ下に日本から派遣された駐在員がナ

ンバー２として就いているのだが、そのポジションに就く駐在員は、いつも 3、4 年の任期でローテーション

しているので、アメリカの生活に慣れ米国子会社の中身が分かり始めたころには帰任となる。そんな中、

誰にも監視されないＡ社長はお手盛りの給与やベネフィットを自分や幹部社員に支給していた。私に相談

をしてきたのは日本の本社の国際事業部長Ｂさん。米国子会社の取締役も兼ねている。ＢさんがＡ社長に

給与体系の正当性について遠慮がちに質問したところ「米国には訴訟リスクがある」「給与やベネフィット
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のレベルが高いと思うかもしれないが訴訟リスクを避けるためにはこれくらい必要だ」といった説明を受け

ただけだったとのこと。Ｂさんはそれに対して、さらなる説明を求めることが出来ないでいた。 

それではいけない。株主として、取締役として、子会社の社長の経営ぶりに少しでも納得できないところが

あれば、情報開示を求め、必要に応じて指示を出し、指示に従わなければ人事権を行使すべきなのだ。 

Ｂさんにそうアドバイスしたところ、「では株主の代表として、取締役の一員として、Ａ社長に厳しく説明と改

善を求めてみます」と言うことになった。そしてＢさんから後で話を聞くと、Ａ社長は、給与やベネフィットの

レベルが業界の水準を大きく上回っていることを認め、Ｂさんの命令に従いそれらを下げることになった、

ということだった。 

米国において人事マネージメントを行っていくには、会社のストラクチャーを正しく理解し、その理解にした

がい毅然とした態度で行っていくことが重要。実は米国人はこれにしたがわなくてはいけないことを、日本

人よりもよく理解している。会社の大小にかかわらず、常にこのことを意識していれば、米国人幹部社員の

マネージメントはうまくいくのだ。 

 

 

2. 東日本大震災の国際ビジネスへの影響        

東日本大震災は日本企業の国内外でのビジネスに影響を与えています。東日本大震災が日本企業の国

際ビジネスに与える影響を中心にジェトロが国内外で収集した情報を下記のリンクよりご覧いただけます。

特に日本食の輸入規制情報などを下記のＵＲＬに迅速にアップデートしていますので、是非ご活用ください。   

www.jetro.go.jp/world/shinsai 
 

ジェトロで作成したライフスタイル･ビジネス関連の北米調査レポートや市場・トレンド情報データのご案内

です。下記リンクよりご覧いただけます。調査レポートは無料ダウンロードできますので是非活用ください。 

3. ジェトロ テーマ別調査レポートのご案内        

 

ファッション関連 

www.jetro.go.jp/world/n_america/us/fashion/ 

 

 家具、インテリア、ライフスタイル製品関連 

www.jetro.go.jp/world/n_america/us/design/ 

 

その他 

「米国の消費者保護法について」(2010年12月) 

www.jetro.go.jp/world/n_america/us/reports/07000420 

 

「米国における会社の設立・維持・閉鎖」(2010年3月) 

www.jetro.go.jp/jfile/report/07000350/us_kaishaseturitsu.pdf 
 

「主要国/地域の業界地図」(2010年3月) 

www.jetro.go.jp/world/n_america/us/reports/07000335 
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